
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のもくじ 

① 浅利町民運動会のご案内 

② スマホ教室のご案内 

③ コミセン開放日のご案内 

④ 秋の交通安全運動 

⑤ アクアスからのお知らせ 

 

 

 

回覧板だよ～ 

 

浅利町全域の回覧板です。 

自治会独自の回覧は、原本を確認してください 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

浅利町民運動会 

 

 

  



町民大運動会
令和6年

10月6日
日曜日

開会式

9:00
浅利
公園

主催：浅利まちづくり振興会

※競技の進行状況により
前後する場合があります

令和６年度



 

 

 

スマホ教室 
 

  



危険を知って安全に使おう！

浅利町民のための

日時 令和６年９月２５日 水曜日

時間：10:00～11:30 ※定員１０名

場所 浅利コミュニティ交流センター 研修室

内容
①：江津警察署からの詐欺被害について
②：詐欺被害に会わないためのスマホ対策
③：自由相談

主催：一般社団法人いわみプログラミング少年団

申し込み：090--6406-4980 （髙田）

講師：一般社団法人いわみプログラミング少年団
代表理事 髙田 清秀氏

詐欺被害に遭わないために
上手に使いましょう

スマホ
教室



 

 

 

コミセン開放日 
  



浅利町民の交流の場
今回は

カラオケ＆たこ焼き
パーティーです

９月の
コミセン開放日

参加費
無料

主催：上町自治会
お問い合わせ：上町自治会長 髙田清秀

090-6406-4980

■浅利町民の交流の場として開放日を開催します。
■第１回は、カラオケ＆たこ焼きパーティーです。
■参加費は無料ですが飲み物は持参してください。
■カラオケのほかに、太鼓の達人などを用意しています。
■運営費は補助金を利用しています。子どもの参加が必要です。
■ぜひ中学生以下の子ども達も参加してください。
■材料の準備があるので申し込みをしてください。
■申し込みは上町自治会長までお願いします。

たこ焼
き
カラオ

ケ



令和 6年 8月 28日
交通安全対策協議会会長 上田正信
交通安全協会浅利支部長 松浦 明

秋の全国交通安全運動
スローガン tノつかりとまもるルールでねがう安全

～ 事故にあわない、おこさない ～

実施期間 9月 21日 (上)～ 30日 (月 )までの 10日間

「さわやか2024」 交通安全運動
「重点目標」は

反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等によ

る歩行者の交通事故防止

夕暮れ時以降の早めのライ ト点灯やハイビームの活用促

進と飲酒運転の根絶

自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用

と交通ルール遵守の徹底

運転時の前方注意と歩行者保護の徹底

なお、各自治会より9月 24日の「さわやか 2024」 |こ

2～ 3人の方にご協力をいただきます。
ご理解いただき「秋の交通安全運動」 |こご協力ください。

「浅利地区街頭指導」については実施

交通安全運動期間中の平日です。

(24日～27日・ 30日 )
街頭指導日 e時間は、各自治会で決めて<ださい。
自治会長より依頼された方はご協力<ださい。
なお、コロナウイルス感染防止をとり、交通事故にも

気を付けてお願いします。

☆自転車のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車に乗られる時にはヘルメットを着用して<ださい。
☆ 浅利地区湘 こ「 一 三ll事止 」 の箇所がい<つかあります。
事故防止のためにも「必ず一旦停止」をお願いします。

回 覧
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|国交通安全運動」 重点

反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による

歩行者の交通事故防止

歩行者 。自転車利用者は、夕暮れ時や夜間に外出するときは、

反射材やライトを活用しましょう。            ―

道路を横断する時は、横断歩道を渡るようにするとともに、手

をあげるなど横断の意思表示をしましょう。
通学路・お散歩コース等を児童 0幼児が安全に歩けるよう地域
全体で見守りましょう。

と飲酒運転等の根絶

ドライバーは、夕暮れ時の早めのライト点灯と、夜間における

ハイビームの活用を心がけましょう。

会合等で飲酒する場合は、ハン ドルキーパーを決めるなど、

飲酒運転をしない・ させない環境をつくりましょう。
二日酔いでも飲酒運転になることを自党しましょう。

自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用
と交通ルール遵守の徹底

自転車や特定小型原動機付自転車に乗るときは、ヘルメット

を着用しましょう。
自転車に乗るときは、原則車道通行、交差点での信号 。一時停止

の遵守など、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

特定小型原動機付自転車を運転するときは、原則車道を通行し、

信号や一時停止等の交通ルールに従いましょう。
※ 16歳末)面の万は特定小型原動機付自転車を運転することができません。

運転時の前方注意と歩行者保護の徹底

前方不注意を原因とする交通事故が多<発生しています。運転中
はしつかり前を見て、交通事故防止に努めましょう。

横断歩道の手前では減速し、横断しようとしている歩行者が

いれば必ず止まりましょう。
こどもや高齢者、障がい者、他の交通に対する「思いやり 0

ゆずり合い」運転 |こ努めましょう。

1

2 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
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秋の交通安全運動 

 

  



 

 

 

アクアスからのお知らせ 
 

 



■

″

e

お問い合わせ :0855-28-3900

島根県立しきわ海洋館アクアス

敬者週間 生きいき手帳

9月 15日 (日 )～21日 (土 )
(17日 (火)勝お体み)

●5歳以上の方
無料で入館でききけ

年齢のわかるもの

(免許証など)を
ご持参ください

(江津市介護予防手帳 )

ポイントがつき春寸

動物取扱業に関する表示 ●氏名又は名称/公益財団法人しまね海洋館 理事長島田―嗣 ●事業所の名称/島根県立しまね海澪館
●動物取扱葉の種別/展示 ●登録番号/第 175105015号 ●登録年月日′平成19年 5月 18日 ●有効期限の末日/令和9年 5月 17日 ●動物取扱責任者/三墨有紀 田中議顕
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アクアス内を

'日

するこ
生きいき手帳に
ポイントを7レゼント′

水榛館を楽しみながら
健康に♪
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